【別表１】
[bookmark: _GoBack]老朽住宅等除却事前相談票
	相談日
	令和　　年　　　月　　　日　
	担当者
氏　名
	

	相談者
	氏 名
	
	□ 所有者　　

□ 相続関係者
（□納税管理人　□その他）

□その他（　　　　　　　　）

	
	住 所
	〒

	

	
	電 話
	（　　　　　　）　　　　－　　　　　　　
	

	住宅所有者
	　　　　　　　　　　　　　　（固定資産名寄せ・登記簿謄本）

	所有者との
続　柄
	□ 本人　□ 配偶者　□ 子　
□ 孫　　□ その他（　　　　　　　　　）

	住宅所在地
	四万十町

	建築物構造
	□ 木造　　□ 軽量鉄骨造　　□ その他（　　　　　　　）

	建築物規模
	　延べ床面積　　　　　㎡　　　階数　　　　階　

	跡地利用
	解体後は（　　　　　　　　　）に利用・未定

	申請に必要
な書類の説明
	※下記の資料が必要となりますのでご準備ください。
□ 固定資産税課税明細書(写し)　□ 完納証明書または納税証明書
□ 除去工事費見積書
□ 付近見取図　□ 配置図　□ 平面図　□ 現況写真（4面）
□ 登記事項証明書（□ 土地　□ 建築物）　　□ その他
※提出書類の有効期限は３ヶ月です。

	相談概要と
説明内容
	（相談内容）
























※申請内容の確認のために必要があるときは，不動産登記に関すること，固定資産に関すること，住民基本台帳及び戸籍台帳等に関することについて町長が関係機関へ調査を行うこと並びに申請に係る住宅の立入り調査を行うことに同意します。

